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重要事項説明書 

 

 あなたに対して、指定居宅介護、重度訪問介護及び同行援護（該当するサービス名を記入）サービスを

提供します。 

 当事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意をいただきたいことを次のとおり説明しま

す。 

 

 １．事業者及びご利用の事業所 

事業者の名称  医療法人 倚山会  

事業者の所在地  徳島市東山手町1丁目41番地6 

代表者  吉岡 一夫 

電話番号  （０８８）６２２－７７８８ 

 

事業所の名称  TAOKAヘルパーステーション山手 

事業所の所在地  徳島市東山手町１丁目５（R2.11.1～） 

法人種別  医療法人 

指定年月日  平成１７年６月１日 

指定事業所番号 
 ３６１０１００１４５ 

 居宅介護、重度訪問介護、同行援護 

管理者名  村上 幸枝 

電話番号  （０８８）６０２－０３７１ 

ＦＡＸ番号  （０８８）６７８－６１８８ 

 

 ２．事業の目的と運営方針 

事業の目

的 

 指定障害福祉サービス事業の居宅介護（以下「指定居宅介護」という。）、重度訪問介

護（以下「指定重度訪問介護」という。）及び同行援護（以下「指定同行援護」という。

）の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定居

宅介護、指定重度訪問介護、及び同行援護（以下「指定居宅介護等」という。）の円滑な

運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場

に立った指定居宅介護等の提供を確保することを目的としています。 
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運営方針 

①事業所は、利用者が可能な限り、その居宅において、その有する能力、置かれている

環境等に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、当該利用者等の身体その

他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、

洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び

助言その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行うものとします。 

②指定居宅介護等の実施に当たっては、利用者等の必要な時に必要な指定居宅介護等の

提供ができるよう努めるものとします。 

③利用者の人権擁護、虐待の防止のため、必要な体制の整備を行う。 

④感染や災害が発生した場合であっても、利用者に必要なサービスが安定的、継続的に

提供される体制の整備を行う。 

⑤指定居宅介護等の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者等の所在す

る市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業所者、指定障害者支

援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者（以下「障害福祉サー

ビス事業者等」という。）との密接な連携に努めるものとします。 

 

 

３.事業所の職員体制 

職種              職務内容  

管理者 
 管理者は、事業者の職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所

の従業者に対し法令を遵守させるために必要な指揮命令を行います。 

常勤職員 

１名 

サービス

提供 

責任者 

①利用者の日常生活全般の状況及び希望等を踏まえて、具体的なサービスの

内容等を記載した居宅介護計画、重度訪問介護計画及び同行援護計画（以

下｛居宅介護計画等｝という。）を作成し、利用者及びそのご家族にその

内容を説明し、その計画書を交付します。 

②居宅介護計画等の実施状況の把握を行い、必要に応じて変更を行います。 

③利用の申し込みに係る調整や従業者に対する技術指導等を行います。 

常勤職員 

２名以上 

（１名は管

理者と兼務） 

従業者 

①居宅介護計画等に基づきサービスを提供します。 

②サービス提供後、サービスの提供日、内容、利用者の心身の状況等につい

て、サービス提供責任者に報告を行います。 

 

常勤職員 

２名以上 

 

 

４. 営業日・営業時間及びサービス提供可能な日と時間帯 

営業日 
月曜日～土曜日 

※ 国民の祝日、年末年始（12 月 30 日～1 月 3 日）を除く 

営業時間 午前８時３０分～午後５時１５分まで 
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連絡体制 
２４時間 ３６５日対応可能 

※ 緊急時は病院から、管理者へと連絡を行います。 

 

５.サービスの主たる対象者について（該当する障害種別を記入） 

居宅介護 身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病患者 

重度訪問介護 身体障害者・難病患者 

同行援護 視覚障害を有する身体障害者・難病患者 

 

６.提供するサービスの内容と料金及び利用者負担額について 

（1）提供するサービスの内容について 

サービス区分と種類 サービスの内容 

身

体

介

護 

食事介助 食事の介助をします。 

排泄介助 排泄の介助、おむつ交換を行います。 

入浴介助・清拭 衣類着脱、入浴の介助や清拭、洗髪などを行います。 

その他 
褥瘡（床ずれ）防止等のために体位交換や洗顔、歯磨き等(口腔ケア)の日

常生活を営むために必要な身体介護を行います。 

家

事

援

助 

調理 利用者の食事の用意を行います。 

洗濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。 

掃除 利用者の居室等の掃除や整理整頓を行います。 

その他 
利用者の日常生活に必要な物品の買物を行います。預貯金の引き出し、

預け入れはできません。 

通

院

等

介

助 

通院等介助 

通院等又は官公署並びに指定相談支援事業所への移動（公的手続又は障

害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る）のため

の屋内外における移動等の介助又は通院先等での受診等の手続、移動等

の介助を行います｡ 

 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常時介護を必要とする方に、居宅において入浴・排泄・食

事等の介護サービスや調理・洗濯・掃除等の家事援助、その他の生活全般にわた

る見守り等の支援を行います。 

同行援護 

・移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援（代筆・代読を

含む）を行います。 

・移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護を行います。 

・排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助を行います。 
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その他生活等に関する助言を致します。 

 

（2）従業者の禁止行為 

従業者はサービスの提供にあたって次の行為は行いません。 

①医療行為 

②利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり。 

③利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

④利用者の同居家族に対するサービス 

 利用者の居室以外の居室や庭等の掃除、草刈り、植物の水やり等。 

⑤利用者の日常生活の範囲を超えたサービス（大掃除、庭掃除など） 

⑥利用者の居宅での飲酒・喫煙・飲食 

⑦身体拘束その他利用者の行動を制限する行為 

 （利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑧利用者又は家族に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他の迷惑行為 

 

（3）サービスの料金と利用者負担額について 
 介護給付費によるサービスを提供した際は、サービス利用料金（厚生労働省が定める基準により算定し

た額）のうち９割が介護給付費の対象となります。事業者が介護給付費等の給付を市町村から直接受け取

る（代理受領する）場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体の1割の額を事業者にお支払いい

ただきます。（定率負担または利用者負担額といいます） 

 なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉

サービス受給者証をご確認ください。 

   

□障害者の利用負担 

所得区分 世帯の収入状況 月額負担上限額 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

低所得 1 
市町村民税非課税世帯であって障害者本人の収入が年

収８０万円（障害基礎年金２級相当額）以下の方 
０円 

低所得 2 
低所得 1 以外の市町村民税非課税世帯の方 

０円 

一般 

所得割 

１６万円未満 
市町村民税課税世帯 

９,３００円 

所得割 

１６万円以上 
３７,２００円 
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□料金の目安は、次表のとおりです。  ≪料金例≫   

サービスの種類時間等 利用料 自己負担額 

身

体

介

護 

・ 

通

院

等

介

助 

３０分未満 ２,６０６円 ２６０円 

３０分以上１時間未満 ４,１１２円 ４１１円 

１時間以上１時間３０分未満 ５,９７５円 ５９７円 

１時間３０分以上２時間未満 ６,８１０円 ６８１円 

２時間以上２時間３０分未満 ７,６７５円 ７６７円 

２時間３０分以上３時間未満 ８,５２０円 ８５２円 

３時間以上 
９,３７５円に３０分 

増すごとに８４４円加算 

９３７円に３０分 

増すごとに８４円加算 

家

事

援

助 

３０分未満 １,０７９円 １０７円 

３０分以上４５分未満 １,５５７円 １５５円 

４５分以上１時間未満 ２,００５円 ２００円 

１時間以上１時間１５分未満 ２,４３３円 ２４３円 

１時間１５分以上１時間３０分

未満 
２,７９９円 ２７９円 

１時間３０分以上 
３,１６５円に３０分  

増すごとに３５６円加算 

３１６円に３０分 

増すごとに３５円加算 

重

度

訪

問

介

護 

１時間未満 １,８９３円 １８９円 

１時間以上１時間未満 ２,８１９円 ２８１円 

１時間３０分以上２時間未満 ３,７５６円 ３７５円 

２時間以上２時間３０分未満 ４,６９２円 ４６９円 

２時間３０分以上３時間未満 ５,６２９円 ５６２円 

３時間以上３時間３０分未満 ６,５５５円 ６５５円 

３時間３０分以上４時間未満 ７,４９２円 ７４９円 

４時間以上８時間未満 
８,３５７円に３０分 

増すごとに８６５円加算 

８３５円に３０分 

増すごとに８６円加算 

８時間以上１２時間未満 
１５,３２０円に３０分 

増すごとに８６５円加算 

１,５３２円に３０分 

増すごとに８６円加算 

１２時間以上１６時間未満 
２２,２３３円に３０分 

増すごとに８２４円加算 

２,２２３円に３０分 

増すごとに８２円加算 

１６時間以上２０時間未満 
２８,８５０円に３０分 

増すごとに８７５円加算 

２,８８５円に３０分 

増すごとに８７円加算 
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２０時間以上２４時間未満 
３５,８３３円に３０分 

増すごとに８１４円加算 

３,５８３円に３０分 

増すごとに８１円加算 

同

行

援

護 

（身体介護を伴う場合）   

３０分未満 １,９４４円 １９４円 

３０分以上１時間未満 ３,０７４円 ３０７円 

１時間以上１時間３０分未満 ４,４３８円 ４４３円 

１時間３０分以上２時間未満 ５,１００円 ５１０円 

２時間以上２時間３０分未満 ５,６６０円 ５６６円 

２時間３０分以上３時間未満 ６,４３３円  ６４３円 

３時間以上 
７,０９５円に３０分  

増すごとに６７１円加算 

７０９円に３０分   

増すごとに６７円加算 

当事業所は以下についての要件を満たすため基本料金に加算します。 

（１） 特定事業所加算Ⅰ・・・所定単位数の２０％（居宅介護） 

（２） 福祉・介護職員処遇改善加算・・・所定単位数の４５．６％（居宅介護） 

福祉・介護職員処遇改善加算・・・所定単位数の３７．６％（同行援護） 

福祉・介護職員処遇改善加算・・・所定単位数の３６．７％（重度訪問介護） 

 

□新規に居宅介護計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回の居宅介護等を行った場合、

または従業者に同行した場合に加算されます。 

内容 利用料 利用者負担額  

初回加算 ２,０３６円 ２０３円 １月あたり 
 

□利用者の依頼により、利用者Ｂ及びその世帯としての上限額を超えて事業者が利用者負担額を徴収しな

い様、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合は、以下の料金が加算されます。 

 

内容 利用料 利用者負担額  

利用者負担上限額管理加算 １,５２７円 １５２円 １月あたり 
 

□居宅介護計画等に位置付けられていない居宅介護を利用者又はその家族等からの要請を受けてから２

４時間以内に行った場合に加算されます。 

内容 利用料 利用者負担額  

緊急時対応加算 １,０１８円 １０１円 １回につき（１月２回まで） 
 

□医療的ケアが必要な利用者に対して、喀痰吸引等の体制を整備しています。 

内容 利用料 利用者負担額  

喀痰吸引等支援体制加算 １,０１８円 １０１円 １日あたり 
 

※サービス提供時間数は、実際にサービスを提供に要した時間ではなく、居宅介護計画書等に位置付 ら

れた時間数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に要した時間が大幅に異なる場

合は、居宅介護計画等の見直しを行います。 
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※やむを得ない事情で、かつ利用者の同意のもと、従業員２人で訪問した場合の費用は２人分となり、利

用者負担額も２倍になります。 

 

□その他 

同行援護に係る移動時に目的地までの公共交

通機関などを利用した場合の交通費 

利用者・訪問介護員の交通費を利用者の別途費用と

なります。 

 

７ 利用料の請求及び支払方法について 

利用者負担額 

について 

利用者負担額は、世帯ごとの所得区分に応じて月額の上限額が定められており、

上限額を超えた部分については事業者が介護給付費として市町村に請求すること

になっています。 

複数のサービスを利用した場合は、いずれかの事業者が上限管理を行うことによ

り、サービスごとの利用者負担額を確定します。 

上限管理 

について 

居宅介護等における利用者負担上限管理額とは、複数の事業者によるサービスを

利用する利用者等について、利用者負担の額が利用者及びその世帯ごとの負担上

限額を超える事がないよう事業者ごとの徴収額の管理を行うことです。 

対象者は市町村で認定され、受給者証にその旨を記載して「利用者負担上限額管

理事務依頼（変更）届出書」が交付されます。 

利用者の希望により、当事業所を利用者負担上限額管理者に選任される場合、サ

ービス開始までにお申し出ください。その際、「利用者負担上限額管理事務依頼（

変更）届出書」を提出して下さい。事業者が必要事項を記載してお返ししますの

で、「受給者証」とともに市町村に届け出てください。 

（受給者証に上限額管理者名が記載されます。） 

利用者等が上限管理を行う事業者を選択しなかった場合、上限を超えた利用者負

担額は、利用者等が直接市町村に償還給付の行うことにより給付を受けることと

なります。 

利用者負担額そ

の他の費用の支

払い方法につい

て 

利用者負担額およびその他の費用については、１か月ごとに計算し、翌月２６日

に指定する口座から振り替えます。（２６日が土・日・休日の場合は、翌営業日に

なります） 

 

 ８．損害賠償 

  当事業所は、サービスの提供にあたって利用者の生命・身体・財産に損害 

 を与えた場合には、その損害を賠償します。 

  但し、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではありません。 

 

９．ハラスメント対策について 

  事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優

越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等
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の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとします。 

 

（１）職場におけるハラスメント防止のための対策を検討する委員会をおおむね 6 か月に 1 回以上開催

するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図り、従業員が働きやすい環境づくりを目指

します。 

（２）ハラスメント防止のための指針の整備 

（３）従業員に対しハラスメントを防止するための定期的な研修を実施します。 

（４）ハラスメントは、介護サービスの提供を困難にし、関わった訪問介護員の心身に悪影響を与えま

す。下記のような行為があった場合、状況によっては重要事項説明書に基づき介護サービスの提供

を停止させていただく場合があります。 

  ・性的な話をする、必要もなく手を触る等のセクシャルハラスメント行為 

  ・特定のヘルパーに嫌がらせをする、理不尽なサービスを要求する等の精神的暴力 

  ・叩く、つねる、払いのける等の身体的暴力 

  ・長時間の電話、ヘルパーや事業所に対して理不尽な苦情を申し立てる等の、その他の行為 

 

 １０. 虐待防止に関する事項・身体拘束適正化のための指針も含む  

  当時業者は、利用者等の人権の擁護・虐待防止等のために、下記の対策を講じます。 

（１） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

       虐待防止に関する責任者       所 長   村上 幸枝 

（２） 成年後見人制度の利用を支援します。 

（３） 苦情解決体制を整備しています。 

（４） 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。 

（５） 虐待防止委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底します。 

※事業所は、サービス提供中に、当該事業者又は養護者（利用者の家族等障害者を現に擁護する者）に

よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとしま

す。 

（６） 身体拘束等の適正化 

原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。ただし、緊急や

むを得ない理由により拘束せざるを得ない場合には事前に利用者及びその家族へ十分な説明を行い、

同意を得るとともに、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

について記録します。 

 

１１．業務継続計画の策定等 

  事業者は、感染症や非常災害の発生時に置いて、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施

するため及び、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という）を策

定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置を講じるものとします。 

（１） 従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し
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ています。 

（２） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとします。 

 

１２．感染症の予防及びまん延防止のための措置について 

  事業所は、感染症の予防及びまん延防止のために次に掲げるとおり必要な措置を講ずるものとしま

す。 

（１） 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね6か月に1回以上開催す

るとともに、その結果について従業員に周知徹底を図ります。 

（２） 感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備をします。 

（３） 従業者に対し感染症の予防及びまん延防止のための定期的な研修を実施します。 

 

１３．利用の中止、変更、追加、緊急時対応等 

 （１）利用予定日の前に、ご契約者の都合により、サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たにサ

ービスの利用を追加することができます。この場合、利用予定日の前日までに事業者に申し出て下さい。 

 （２）サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業者の都合等により、ご希望する期間にサービ

スの提供ができない場合、他の利用可能期間又は日 時を契約者に提示して協議します。 

 （３）天災等にて訪問できない時があります。 

 ご希望する時間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能時間または 日時を契約者に提示して

協議します。 

 （４）ご利用者様の訪問時に容態が悪化した場合、状況に応じて医療機関もしくは緊急搬送を行い、そ

れぞれの関係者に連絡を行います。 

 

１４．キャンセル料について 

  ご利用者様の都合により、急にサービスを中止する場合、下記のキャンセル料をいただきます。 

 （１）訪問予定の前日午後５時前までに、ご連絡いただいた場合、無料。 

 （２）上記までに、ご連絡がなかった場合、その回介護サービス利用料の１０％をいただきます。 

 介護予防サービスの場合は月単位利用料の１０％をいただきます。 

※但し、体調不良によるものは、この限りではございません。 

 
１５．苦情等申立先 

ご利用相談窓口 

受 付 担 当 者   管理者 村上 幸枝 

受 付 場 所   TAOKA ヘルパーステーション山手 

電 話 番 号   ０８８－６０２－０３７１ 

ご利用時間帯    午前８時３０分～午後５時１５分まで 

徳島県 

ご利用相談窓口 

受 付 場 所  徳島県運営適正化委員会 

住     所  徳島市中昭和町１丁目２ 総合福祉センター内 

電 話 番 号  ０８８－６１１‐９９８８ 
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徳島市・各市町村 

名 称 徳島市障害福祉課（各市町村市役所・役場内） 

所在地 徳島市幸町２丁目５番地（各市町村） 

電話番号 ０８８－６２１－５１７７（各市町村市役所・役場内） 

徳島市 

名 称 徳島市障害者虐待防止センター 

所在地 障害者生活支援センター眉山園 内 

電話番号 ０８８－６３２－００１５ 

 

１６．緊急時の連絡先 

利用者の 
主治医 

所属医療機関名称・医師名  

電話番号  

利用者の相談支援

事業所または居宅

介護支援事業所 

事業所名・担当者名 
 

電話番号  

緊急連絡先 

氏 名  

住所  

電話番号  

  

 
この契約を証するため、本書を２部作成し、契約者と事業者が記名捺印の上、各１通保有するものとしま

す。 

    令和  年  月  日 
 
             事業者 

徳島市東山手町１丁目４１番地６ 
              医療法人 倚山会 
                ＴＥＬ （０８８）６６２－７７８８ 

                  理事長  吉岡 一夫  印 

 「重要事項説明書」により説明を受け、納得した上でこの契約書に基づく居宅介護等の利用を申し込み

ます。 

   契約者 

                 住  所                  

 

                 氏  名                    印 

 

  署名代行者 

                  住  所                  

 

                 氏  名                   印  
 

                            本人との関係               


